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アスファルト混合物事前審査制度の概要

１．アスファルト混合物事前審査制度の目的

アスファルト混合物事前審査制度（以下「事前審査制度」という。）とは、混合所から出

荷される混合物を、近畿地方整備局長が指定した第三者機関（財団法人道路保全技術センタ

ー）が事前に審査・認定することにより、従来の工事ごと、混合物ごとに行っていた品質管

理に関する基準試験（配合設計を含む）や試験練り等を省略しようとすることです。

その目的を要約すると、

①合理化

②省力化

③自主管理

④安定した品質管理 となっています。

また、発注者、施工者及び混合物製造者それぞれに次のようなメリットが考えられます。

発 注 者：監督職員の承認行為の省力化、試験練り立会の省略

施 工 者：書類作成、チェック作業の省力化、試験練り立会の省略

混合物製造者：混合物の各試験回数の削減、提出資料の作成の省力化、

自主管理の促進(安定した品質確保)、工事毎の配合試験、試験練りの省略

一方、本「事前審査制度」の導入の背景としては、混合所のほとんどが定置化され、混合

物は年間を通じて定常的に製造されていること、及び、混合所において各種の制御・計測機

器による自動化が進むとともに、精度の向上が著しく、品質が安定してきていること等が挙

げられます。

さらに、ＰＬ法・ＩＳＯ９０００シリーズ等に代表される品質管理に関する社会的要求や、労働

環境の改善・労働時間の短縮化に関連して、アスファルト混合物の品質確認、監督体制及び

管理業務の合理化等の要求が高まってきていることもその背景として考えられます。

この品質システムの概念を示すと次のようになります。

発 注 者

(発注) [認定書写し]
(指定)

(注文)
審査機関（第三者機関） 施 工 者 製 造 者

事前審査委員会 [認定書写し]
(確認) 自 主 管 理

立入調査部会
(作業標準)

（審査認定） [認定書]

品質システム概念図
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この制度では、①製造者は自主管理を行うことによって、品質規格に適合した混合物を安定的に出荷すること。②これを第三者機関が立会審査・立入調査をもとに審査・認定を行うことにより、客観性・公平性が確保されること。がポイントです。２．基準試験等の省略２．基準試験等の省略２．基準試験等の省略２．基準試験等の省略認定された混合物を使用する場合は、工事ごとに認定書の写しを監督職員に提出します。このことによって、工事ごとの品質管理に関する基準試験等① 材料試験結果の提出② 配合設計書の提出③ 品質管理に関する管理図表等の提出④ 試験練り等を省略省略省略省略することができます。３．事前審査制度のしくみと流れ３．事前審査制度のしくみと流れ３．事前審査制度のしくみと流れ３．事前審査制度のしくみと流れ①混合所より混合物の審査について審査機関に申請する。②混合所が作成した混合物の供試体について、審査機関が指定した試験機関に試験を依頼し、審査機関は試験期間より試験結果の報告を受け、審査委員会に報告する。③審査機関が混合所の立入審査を行い審査委員会に報告する。④審査委員会で審査され合格であれば認定され、混合所に審査結果を通知し認定書を発行する。（認定書は１年間有効である。）（認定から約半年後、審査機関は混合所に抜き打ちで立入調査を行う。）※工事施工時に認定書の写しを発注機関に提出することにより、混合所での試験練り等が省略できる。４．事前審査機関事務局（社）日本道路建設業協会 関西支部〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東1-30TEL 06-6941-2904
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（別 紙）【特記仕様書 記載例】○土木工事共通仕様書第３編 土木工事共通編第２章 一般施工第６節 一般舗装工２－６－３ アスファルト舗装の材料 関係２－６－７ アスファルト舗装工 関係○土木工事施工管理基準及び規格値第２編 品質管理基準及び規格値８ アスファルト舗装 ［材料，プラント］ 関係１．受注者は、アスファルト混合物事前審査制度により認定された加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書(認定書、混合物総括表)の写しを監督職員に提出できるものとする。この場合、「土木工事共通仕様書」によらず、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明書、試験成績表の提出及び配合設計、試験練り、基準密度の試験を省略することができる。２．事前審査制度認定書による場合の「品質管理基準及び規格値」は以下のとおりとする。工種 種別 試験区分 試 験 項 目 備 考ア 材 必 須 土木施工管理基準ス 「品質管理基準」の全(６)項目 事前審査による認定書の写フ 料 しを提出することにより省ァ その他 土木施工管理基準 略できる。ル 「品質管理基準」の全(20)項目ト舗 プ 必 須 ・粒度（2.36mmフルイ）装 ラ ・粒度（ 75 μmフルイ） 土木施工管理基準「品質ン ・アスファルト量 管理基準」に基づきプラント 抽出粒度分析試験 トの自主管理による(注１)・温度測定（アスファルト・骨材・混合物）(注１)監督職員の指示があった場合は、試験結果一覧表を提出するものとする。
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